
（３）貸付利率は次表のとおりとする。
ア 平成１７年３月３１日以前に貸し付けられた資金

ア 国の補助金の整理及び合 イ 旧令第11条第２号に規定
理化等に伴う農業近代化資 する中小漁業者 (アに規定
金助成法等の一部を改正す する以外の中小漁業者)に
る等の法律の施行に伴う関 貸し付けられた資金

区 分 係政令の整備に関する政令
(平成17年政令第96号)第３
条の規定による改正前の漁
業経営の改善及び再建整備
に関する特別措置法施行令
(昭和51年政令第132号。イ
の欄において ｢旧 令 ｣とい
う｡)第11条第１号に規定す
る中小漁業者 (以西底びき
網漁業､遠洋底びき網漁業､
遠洋かつお・まぐろ漁業又
は近海かつお・まぐろ漁業
を主として営む中小漁業
者)に貸し付けられた資金

昭和５１年７月１日以降昭和
５３年１２月４日以前に貸し 年６．５パ－セント以内 年５．０パ－セント以内
付けられた資金
昭和５３年１２月５日以降昭
和５４年６月１８日以前に貸 年６．０パ－セント以内 年４．６パ－セント以内
し付けられた資金
昭和５４年６月１９日以降昭
和６１年１２月９日以前に貸 年６．５パ－セント以内 年５．０パ－セント以内
し付けられた資金
昭和６１年１２月１０日以降
昭和６２年１２月１８日以前 年６．２パ－セント以内 年４．８５パ－セント以内
に貸し付けられた資金
昭和６２年１２月１９日以降
昭和６３年１１月９日以前に 年５．４パ－セント以内 年４．０５パ－セント以内
貸し付けられた資金
昭和６３年１１月１０日以降
平成元年１月３１日以前に貸 年５．７パ－セント以内 年４．３５パ－セント以内
し付けられた資金
平成元年２月１日以降平成元
年１０月３日以前に貸し付け 年５．５５パ－セント以内 年４．２パ－セント以内
られた資金
平成元年１０月４日以降平成
２年７月８日以前に貸し付け 年５．５５パ－セント以内 年４．３５パ－セント以内
られた資金
平成２年７月９日以降平成２
年９月１３日以前に貸し付け 年５．８５パ－セント以内 年４．９パ－セント以内
られた資金
平成２年９月１４日以降平成
２年１２月１０日以前に貸し 年６．０パ－セント以内 年５．０パ－セント以内
付けられた資金
平成２年１２月１１日以降平
成３年１１月１８日以前に貸 年６．１パ－セント以内 年５．０パ－セント以内
し付けられた資金
平成３年１１月１９日以降平
成３年１２月１９日以前に貸 年５．８５パ－セント以内 年４．８パ－セント以内
し付けられた資金
平成３年１２月２０日以降平
成４年３月１２日以前に貸し 年５．７７パ－セント以内 年４．８パ－セント以内
付けられた資金
平成４年３月１３日以降平成
４年１２月１日以前に貸し付 年５．５パ－セント以内 年４．５５パ－セント以内
けられた資金
平成４年１２月２日以降平成
５年６月３日以前に貸し付け 年５．２パ－セント以内 年４．３パ－セント以内
られた資金
平成５年６月４日以降平成５
年１２月２６日以前に貸し付 年４．９パ－セント以内 年４．０パ－セント以内
けられた資金
平成５年１２月２７日以降平
成７年８月８日以前に貸し付 年４．５５パ－セント以内 年３．８パ－セント以内
けられた資金



ア 国の補助金の整理及び合 イ 旧令第11条第２号に規定
理化等に伴う農業近代化資 する中小漁業者 (アに規定
金助成法等の一部を改正す する以外の中小漁業者)に
る等の法律の施行に伴う関 貸し付けられた資金

区 分 係政令の整備に関する政令
(平成17年政令第96号)第３
条の規定による改正前の漁
業経営の改善及び再建整備
に関する特別措置法施行令
(昭和51年政令第132号。イ
の欄において ｢旧 令 ｣とい
う｡)第11条第１号に規定す
る中小漁業者 (以西底びき
網漁業､遠洋底びき網漁業､
遠洋かつお・まぐろ漁業又
は近海かつお・まぐろ漁業
を主として営む中小漁業
者)に貸し付けられた資金

平成７年８月９日以降平成７
年１１月９日以前に貸し付け 年３．８５パ－セント以内 年３．２５パ－セント以内
られた資金
平成７年１１月１０日以降平
成７年１２月７日以前に貸し 年３．７５パ－セント以内 年３．１５パ－セント以内
付けられた資金
平成７年１２月８日以降平成
成８年４月１４日以前に貸し 年３．６パ－セント以内 年３．０パ－セント以内
付けられた資金
平成８年４月１５日以降平成
８年９月１９日以前に貸し付 年３．７５パ－セント以内 年３．１パ－セント以内
けられた資金
平成８年９月２０日以降平成
９年２月６日以前に貸し付け 年３．６パ－セント以内 年３．０パ－セント以内
られた資金
平成９年２月７日以降平成９
年３月２７日以前に貸し付け 年３．４５パ－セント以内 年２．９パ－セント以内
られた資金
平成９年３月２８日以降平成
９年４月２２日以前に貸し付 年３．３５パ－セント以内 年２．８パ－セント以内
けられた資金
平成９年４月２３日以降平成
年５月２２日以前に貸し付け 年３．２５パ－セント以内 年２．７パ－セント以内
られた資金
平成９年５月２３日以降平成
９年６月３０日以前に貸し付 年３．１パ－セント以内 年２．６パ－セント以内
けられた資金
平成９年７月１日以降平成９
年７月２４日以前に貸し付け 年３．４５パ－セント以内 年２．９パ－セント以内
られた資金
平成９年７月２５日以降平成
９年８月２１日以前に貸し付 年３．３５パ－セント以内 年２．８パ－セント以内
けられた資金
平成９年８月２２日以降平成
９年９月２３日以前に貸し付 年３．２５パ－セント以内 年２．７パ－セント以内
けられた資金
平成９年９月２４日以降平成
９年１０月２６日以前に貸し 年３．０パ－セント以内 年２．５パ－セント以内
付けられた資金
平成９年１０月２７日以降平
成９年１１月１９日以前に貸 年２．９パ－セント以内 年２．４パ－セント以内
し付けられた資金
平成９年１１月２０日以降平
成１０年２月５日以前に貸し 年２．６５パ－セント以内 年２．２パ－セント以内
付けられた資金
平成１０年２月６日以降平成
１０年３月８日以前に貸し付 年２．５５パ－セント以内 年２．１パ－セント以内
けられた資金
平成１０年３月９日以降平成
１０年３月１６日以前に貸し 年２．７５パ－セント以内 年２．３パ－セント以内
付けられた資金



ア 国の補助金の整理及び合 イ 旧令第11条第２号に規定
理化等に伴う農業近代化資 する中小漁業者 (アに規定
金助成法等の一部を改正す する以外の中小漁業者)に
る等の法律の施行に伴う関 貸し付けられた資金

区 分 係政令の整備に関する政令
(平成17年政令第96号)第３
条の規定による改正前の漁
業経営の改善及び再建整備
に関する特別措置法施行令
(昭和51年政令第132号。イ
の欄において ｢旧 令 ｣とい
う｡)第11条第１号に規定す
る中小漁業者 (以西底びき
網漁業､遠洋底びき網漁業､
遠洋かつお・まぐろ漁業又
は近海かつお・まぐろ漁業
を主として営む中小漁業
者)に貸し付けられた資金

平成１０年３月１７日以降平
成１０年４月１３日以前に貸 年２．５５パ－セント以内 年２．１パ－セント以内
し付けられた資金
平成１０年４月１４日以降平
成１０年６月１５日以前に貸 年２．４パ－セント以内 年２．０パ－セント以内
し付けられた資金
平成１０年６月１６日以降平
成１０年８月３０日以前に貸 年２．２パ－セント以内 年１．８パ－セント以内
し付けられた資金
平成１０年８月３１日以降平
成１０年９月１７日以前に貸 年２．３パ－セント以内 年１．９パ－セント以内
し付けられた資金
平成１０年９月１８日以降平
成１０年１０月２１日以前に 年２．１パ－セント以内 年１．７パ－セント以内
貸し付けられた資金
平成１０年１０月２２日以降
平成１１年１月５日以前に貸 年１．５パ－セント以内 年１．１パ－セント以内
し付けられた資金
平成１１年１月６日以降平成
１１年２月１１日以前に貸し 年１．６パ－セント以内 年１．３パ－セント以内
付けられた資金
平成１１年２月１２日以降平
成１１年２月２１日以前に貸 年２．６５パ－セント以内 年２．２パ－セント以内
し付けられた資金
平成１１年２月２２日以降平
成１１年４月２６日以前に貸 年２．５５パ－セント以内 年２．１パ－セント以内
し付けられた資金
平成１１年４月２７日以降平
成１１年５月２４日以前に貸 年２．４パ－セント以内 年２．０パ－セント以内
し付けられた資金
平成１１年５月２５日以降平
成１１年６月１５日以前に貸 年２．１パ－セント以内 年１．７パ－セント以内
し付けられた資金
平成１１年６月１６日以降平
成１１年８月２日以前に貸し 年１．９５パ－セント以内 年１．６パ－セント以内
付けられた資金
平成１１年８月３日以降平成
１１年９月２７日以前に貸し 年２．４パ－セント以内 年２．０パ－セント以内
付けられた資金
平成１１年９月２８日以降平
成１１年１０月１９日以前に 年２．５５パ－セント以内 年２．１パ－セント以内
貸し付けられた資金
平成１１年１０月２０日以降
平成１１年１１月２８日以前 年２．３パ－セント以内 年１．９パ－セント以内
に貸し付けられた資金
平成１１年１１月２９日以降
平成１２年１月６日以前に貸 年２．４５パ－セント以内 年２．０パ－セント以内
し付けられた資金
平成１２年１月７日以降平成
１２年２月１日以前に貸し付 年２．５５パ－セント以内 年２．１パ－セント以内
けられた資金



ア 国の補助金の整理及び合 イ 旧令第11条第２号に規定
理化等に伴う農業近代化資 する中小漁業者 (アに規定
金助成法等の一部を改正す する以外の中小漁業者)に
る等の法律の施行に伴う関 貸し付けられた資金

区 分 係政令の整備に関する政令
(平成17年政令第96号)第３
条の規定による改正前の漁
業経営の改善及び再建整備
に関する特別措置法施行令
(昭和51年政令第132号。イ
の欄において ｢旧 令 ｣とい
う｡)第11条第１号に規定す
る中小漁業者 (以西底びき
網漁業､遠洋底びき網漁業､
遠洋かつお・まぐろ漁業又
は近海かつお・まぐろ漁業
を主として営む中小漁業
者)に貸し付けられた資金

平成１２年２月２日以降平成
１２年２月２０日以前に貸し 年２．４５パ－セント以内 年２．０パ－セント以内
付けられた資金
平成１２年２月２１日以降平
成１２年３月２６日以前に貸 年２．３５パ－セント以内 年１．９パ－セント以内
し付けられた資金
平成１２年３月２７日以降平
成１２年４月２０日以前に貸 年２．４５パ－セント以内 年２．０パ－セント以内
し付けられた資金
平成１２年４月２１日以降平
成１２年５月２４日以前に貸 年２．５５パ－セント以内 年２．１パ－セント以内
し付けられた資金
平成１２年５月２５日以降平
成１２年６月１８日以前に貸 年２．４５パ－セント以内 年２．０パ－セント以内
し付けられた資金
平成１２年６月１９日以降平
成１２年９月２４日以前に貸 年２．３５パ－セント以内 年１．９パ－セント以内
し付けられた資金
平成１２年９月２５日以降平
成１２年１０月２５日以前に 年２．４５パ－セント以内 年２．０パ－セント以内
貸し付けられた資金
平成１２年１０月２６日以降
平成１２年１２月１７日以前 年２．５５パ－セント以内 年２．１パ－セント以内
に貸し付けられた資金
平成１２年１２月１８日以降
平成１３年１月３１日以前に 年２．４５パ－セント以内 年２．０パ－セント以内
貸し付けられた資金
平成１３年２月１日以降平成
１３年２月２５日以前に貸し 年２．２５パ－セント以内 年１．８パ－セント以内
付けられた資金
平成１３年２月２６日以降平
成１３年３月１８日以前に貸 年２．１５パ－セント以内 年１．７パ－セント以内
し付けられた資金
平成１３年３月１９日以降平
成１３年４月１日以前に貸し 年２．０５パ－セント以内 年１．６パ－セント以内
付けられた資金
平成１３年４月２日以降平成
１３年５月１７日以前に貸し 年１．７５パ－セント以内 年１．３パ－セント以内
付けられた資金
平成１３年５月１８日以降平
成１３年５月３１日以前に貸 年２．０５パ－セント以内 年１．６パ－セント以内
し付けられた資金
平成１３年６月１日以降平成
１３年７月２日以前に貸し付 年１．９５パ－セント以内 年１．５パ－セント以内
けられた資金
平成１３年７月３日以降平成
１３年８月１３日以前に貸し 年１．８５パ－セント以内 年１．４パ－セント以内
付けられた資金
平成１３年８月１４日以降平
成１４年２月１９日以前に貸 年２．０５パ－セント以内 年１．６パ－セント以内
し付けられた資金



ア 国の補助金の整理及び合 イ 旧令第11条第２号に規定
理化等に伴う農業近代化資 する中小漁業者 (アに規定
金助成法等の一部を改正す する以外の中小漁業者)に
る等の法律の施行に伴う関 貸し付けられた資金

区 分 係政令の整備に関する政令
(平成17年政令第96号)第３
条の規定による改正前の漁
業経営の改善及び再建整備
に関する特別措置法施行令
(昭和51年政令第132号。イ
の欄において ｢旧 令 ｣とい
う｡)第11条第１号に規定す
る中小漁業者 (以西底びき
網漁業､遠洋底びき網漁業､
遠洋かつお・まぐろ漁業又
は近海かつお・まぐろ漁業
を主として営む中小漁業
者)に貸し付けられた資金

平成１４年２月２０日以降平
成１４年４月１日以前に貸し 年２．２５パ－セント以内 年１．８パ－セント以内
付けられた資金
平成１４年４月２日以降平成
１４年７月４日以前に貸し付 年２．１５パ－セント以内 年１．７パ－セント以内
けられた資金
平成１４年７月５日以降平成
１４年１０月３１日以前に貸 年１．９５パ－セント以内 年１．５パ－セント以内
し付けられた資金
平成１４年１１月１日以降平
成１４年１２月２日以前に貸 年１．７５パ－セント以内 年１．３パ－セント以内
し付けられた資金
平成１４年１２月３日以降平
成１５年２月１９日以前に貸 年１．６５パ－セント以内 年１．２パ－セント以内
し付けられた資金
平成１５年２月２０日以降平
成１５年３月１８日以前に貸 年１．５５パ－セント以内 年１．１パ－セント以内
し付けられた資金
平成１５年３月１９日以降平
成１５年４月１７日以前に貸 年１．４５パ－セント以内 年１．０パ－セント以内
し付けられた資金
平成１５年４月１８日以降平
成１５年５月２２日以前に貸 年１．３５パーセント以内 年０．９パーセント以内
し付けられた資金
平成１５年５月２３日以降平
成１５年７月１７日以前に貸 年１．１５パーセント以内 年０．７パーセント以内
し付けられた資金
平成１５年７月１８日以降平
成１５年８月１９日以前に貸 年１．６５パーセント以内 年１．２パーセント以内
し付けられた資金
平成１５年８月２０日以降平
成１５年９月１８日以前に貸 年１．５５パーセント以内 年１．１パーセント以内
し付けられた資金
平成１５年９月１９日以降平
成１５年１０月２０日以前に 年２．１５パーセント以内 年１．７パーセント以内
貸し付けられた資金
平成１５年１０月２１日以降
平成１５年１１月２０日以前 年１．９５パーセント以内 年１．５パーセント以内
に貸し付けられた資金
平成１５年１１月２１日以降
平成１５年１２月１７日以前 年２．１５パーセント以内 年１．７パーセント以内
に貸し付けられた資金
平成１５年１２月１８日以降
平成１６年１月２５日以前に 年２．０５パーセント以内 年１．６パーセント以内
貸し付けられた資金
平成１６年１月２６日以降平
成１６年２月１８日以前に貸 年１．９５パーセント以内 年１．５パーセント以内
し付けられた資金
平成１６年２月１９日以降平
成１６年３月１７日以前に貸 年１．８５パ－セント以内 年１．４パ－セント以内
し付けられた資金



ア 国の補助金の整理及び合 イ 旧令第11条第２号に規定
理化等に伴う農業近代化資 する中小漁業者 (アに規定
金助成法等の一部を改正す する以外の中小漁業者)に
る等の法律の施行に伴う関 貸し付けられた資金

区 分 係政令の整備に関する政令
(平成17年政令第96号)第３
条の規定による改正前の漁
業経営の改善及び再建整備
に関する特別措置法施行令
(昭和51年政令第132号。イ
の欄において ｢旧 令 ｣とい
う｡)第11条第１号に規定す
る中小漁業者 (以西底びき
網漁業､遠洋底びき網漁業､
遠洋かつお・まぐろ漁業又
は近海かつお・まぐろ漁業
を主として営む中小漁業
者)に貸し付けられた資金

平成１６年３月１８日以降平
成１６年４月２０日以前に貸 年２．０５パ－セント以内 年１．６パ－セント以内
し付けられた資金
平成１６年４月２１日以降平
成１６年７月２１日以前に貸 年２．１５パ－セント以内 年１．７パ－セント以内
し付けられた資金
平成１６年７月２２日以降平
成１６年９月２０日以前に貸 年２．４５パ－セント以内 年２．０パ－セント以内
し付けられた資金
平成１６年９月２１日以降平
成１６年１０月２０日以前に 年２．１５パ－セント以内 年１．７パ－セント以内
貸し付けられた資金
平成１６年１０月２１日以降
平成１６年１１月１７日以前 年２．２５パ－セント以内 年１．８パ－セント以内
に貸し付けられた資金
平成１６年１１月１８日以降
平成１６年１２月１９日以前 年２．１５パ－セント以内 年１．７パ－セント以内
に貸し付けられた資金
平成１６年１２月２０日以降
平成１７年２月２０日以前に 年２．０５パ－セント以内 年１．６パ－セント以内
貸し付けられた資金
平成１７年２月２１日以降平
成１７年３月１７日以前に貸 年１．９５パ－セント以内 年１．５パ－セント以内
し付けられた資金
平成１７年３月１８日以降平
成１７年３月３１日以前に貸 年２．１５パ－セント以内 年１．７パ－セント以内
し付けられた資金

イ 平成１７年４月１日以降に貸し付けられた資金

区 分 貸 付 利 率

平成１７年４月１日以降平成
１７年４月１９日以前に貸し 年２．１５パ－セント以内
付けられた資金
平成１７年４月２０日以降に
貸し付けられた資金 年２．０５パ－セント以内
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